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2025年 11月27&28日

PFAS（有機フッ素化合物）をめぐる化学物質規制の動向

当説明内容は発表者の知見、認識に基づいてのものであり、
特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。
法規制の正式名称、解釈は必ず原文を参照してください。

一般社団法人産業環境管理協会
化学物質総合管理部門

浅田 聡
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PFAS（ Per and Polyfluoroalkyl substances）「フッ素化アルキル物質」とは
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PFASは、安定したC-F結合を有するために物理的（温度、放射線、光、紫外線 等）
化学的（酸、アルカリ、加水分解、生体代謝 等）に安定
このため、環境に放出されたら分解しにくい「Forever Chemicals」と呼ばれている
また、重合体であるPTFE類（ポリテトラフロロエチレン）は、耐熱・耐薬品・耐腐食・低摩擦等の
特性から、消費者向け製品（フライパンのノンスティック加工）等幅広く使用されてきた

メチル基

メチレン基

炭素原子水素原子

フッ素原子

酸素原子

EU/OECDの定義
PFASは、少なくとも１つの完全に
フッ素化されたメチル、メチレン炭素原子を
含むフッ素化合物

PFAS類は１万種以上存可能性が指摘されている。
OECDによると4,730種の分子が確認されており、
工業的には300種程度が使用といわれる
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2020年のEU域内用途別PFAS製造量の推計
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総生産量
264,592t

繊維加工
63,716t：24.1%

冷媒・絶縁ガス
61,845t：23.4%

輸送
42,290t：16.0%

シーリング
22,725t：8.6%

電機電子
14,981t：5.7%

建設
12,846t：4.9%

食品接触材料
11,998t：4.5%

医療機器
9,183t：3.5%

潤滑剤
6406t：2.4%

%t/年セクター

2.15,497エネルギー部門

2.05,332軍事用途

1.64,227他の医療用途

0.51,240産業用用途

0.3721めっき

0.2594機械類

0.2398化粧品

0.1326爆発物

0.1177印刷

0.0381消費者用途

0.0037石油掘削

0.00082スキーワックス

2025年「制限提案背景文書」表３より筆者作成
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フッ素化学工業の概略
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蛍石 フッ化水素
（HF）

硫酸

フッ化水素酸
（HFaq：CAS#7664-39-3）

フッ素（ガス）
（F2）

フルオロカーボン類

フッ素モノマー

＊フッ素ポリマー
・樹脂
・ゴム
・機能性ポリマー

＊フッ素オリゴマー

乳化剤

【用途】
・冷媒
・洗浄用剤
・発泡剤

【用途】
・フッ素樹脂、ゴム製品
・塗料
・潤滑剤（オイル、グリース）
・イオン交換膜
・撥水・撥油処理剤
・界面活性剤

有機フッ素化合物

【用途】
・医薬品
・農薬
・液晶
・消火剤
・半導体製造用ガス
・界面活性剤

PFAS類

トコトンやさしいフッ素の本
第１章５に加筆

無機フッ化物

【用途】
・歯科用材料、医薬品
・半導体製造用ガス
・金属/ガラス表面処理剤
・電池材料
・光学材料
・絶縁ガス

工業用途
フッ素樹脂・工程資材等
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フッ素樹脂・フッ素ゴムの用途（フッ素樹脂）
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配管のライナ材

フッ素樹脂配管 フッ素樹脂つなぎ手

シリコンウェハー保持器

ベアリング軸受け軸受け

【フッ素樹脂の利点】
・耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性
・低摩擦係数
・長寿命

【課題】
・価格
・加工性が低い
・生産性が低い（射出成型適用できない）
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フッ素樹脂・フッ素ゴムの用途（フッ素ゴム）
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FKM：フッ化ビニリデン
FEPM：テトラフルオロエチレン-プロピレン
FFKM：テトラフルオロエチレン-パーフルオロビニルエーテル

【フッ素ゴムの特徴】
・耐熱性（200～300℃）
・耐薬品性（酸、アルカリ、油剤）
・耐摩耗性

シール部品

Oリング部品

ゴム部品

保護手袋

自動車燃料給油口
（アルコール混合燃料対応）

E10:エタノール10%

AGC HPより引用

フッ素ゴム
FKM、FEPM、FFKM

高性能、高価格

4
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フッ素樹脂・フッ素ゴムの用途（燃料電池・Li電池）
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燃料電池
スタック

燃料電池
セル

単セル起電力
約１Vなので
200～300セル
直列配列し
電力を供給

フッ素系陽イオン交換膜を
電解質膜として使用

「セル」の構造

ｱｲｱｰﾙｴル技術者教育研究所 より

リチウムイオン電池

リチウムイオ電池の起電力は3.7Vであり
乾電池(1.5V)、酸化銀電池（1.55V)
鉛酸電池（２V）、NiMH電池（1.2V)より大きい

負極（カーボン）正極（コバルト酸リチウム）

集
電
体

集
電
体

電解液

電解液
・六フッ化リン酸リチウム（LiPF6） ・ホウフッ化リチウム（LiBF4）

放
電

充
電

リチウムイ
オン

コバルト等の金
属粒子

酸
素

水素
酸素

水

空気 水素

水
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フッ素樹の用途（塗料・撥水剤）
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橋梁
送電塔

耐用年数
短い 長い

価格

高価

安価

① 高耐久性
② 汚れが付きにくい
③ 紫外線、酸性雨等への耐久性

15～20年
10～15年

撥水処理なし 撥水処理あり

スキーワックス

カーペット表面処理
（撥水・防汚処理）

フロントグラス
撥水処理

6
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フッ素化合物（半導体製造工程資材）
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洗浄 成膜 レジスト塗布 ソフトベイク 露光（パターン焼き付け）

レジストエッチング ベイク エッチング レジスト除去 洗浄

フッ素系洗浄液
レジスト剤

エッチングガス

露光用レーザーガス

エッチングガス
フッ素系洗浄剤 フッ素系洗浄剤

フッ素系エッチングガス
CHF3、CF4、C4F6、C4F8、SF6等 半導体工程では、多くのフッ素化合物を使用す

るが、基本的にプロセスで使用され最終製品へ
の含有は限定的

基板冷却剤

基板冷却剤

半導体製造工程は、各種フッ素化合物の使用が不可欠

温度制御

温度制御
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ストックホルム条約

9

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPｓ条約）
（Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants）

・2001年 採択 2004年 発効 （日本批准 2002年）
批准国 186か国(2025年）

POPRCで
長く日本代表を
された 北野大先生

条約締約国会議

条約批准国（青色）

条約の目的

環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、

長距離移動性が懸念される物質の製造及び使用の廃絶・

制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等

物質について、専門家委員会（POPRC）で議論し
付属書A（廃絶）（３２物質）
付属書B（制限）（２物質）
付属書C（非意図的生成削減）（７物質：付属書Aと重複あり）

8
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代表的フルオロスルホン酸とフルオロカルボン酸の規制状況

10

物質

PFBS (C4) PFHxS (C6):COP10:2022 PFOS (C8):COP4：2009

LC-PFCA (C9～21):COP12：
2025

PFBA (C4) PFHxA (C6) PFOA (C8):COP9：2019

LC-PFCS (C9～21)

３≦ｎ≦９

OOH

フ
ル
オ
ロ
カ
ル
ボ
ン
酸

フ
ル
オ
ロ
ス
ル
ホ
ン
酸

OOH

SO3H

FF

３≦ｎ≦９

ストックホルム条約対象物質

ポリマー合成助剤
半導体製造工程

半導体製造工程

半導体製造工程
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EU-REACH規則「PFAS制限提案」2025年見直し案
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2025年8月20日公表

見直し概要：
（2023年案＋変更点）
・個々のPFASではなく定義に基づく化合物をグループとして規制。
・発効・移行期間（18ヶ月）を経て、PFASの製造・上市（含む輸入）・使用が制限
・代替技術開発が必要とされる、「用途」については、

５年間または１２年間、特定用途への無制限猶予期間を設定
（今回の追加項目）
・2023年に公表した制限案に対する約5,600件コメントへの評価
・フッ素樹脂に関する適用除外規定の追加

⇒産業界はフッ素樹脂全体の免除を要求
・2023年制限案に加え８分野の特定と評価について

「印刷用途」「シーリング用途」「機械用途」「医療用途」
「軍事用途」「爆発物」「技術繊維」「溶剤・触媒」
⇒上記分野については、2026年以降での評価

・新たな制限オプション(R03）の導入：PFASによるリスクが管理可能な
場合にPFASの製造、市場への供給、使用継続を認める
「PFAS製造」「電子機器と半導体」「エネルギー」「シーリング用途」
「機械用途」「技術繊維」

提案国：
デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン

本文：320ページ 附属書9 附表3

https://echa.europa.eu/-/echa-publishes-updated-pfas-restriction-proposal

2026年SEAC及びパブコメ予定（発効2027年?）

10
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EU-REACH規則「PFAS制限提案」の概要
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１．規制対象物質： ２．規制対象：

メチル基

メチレン基

炭素原子水素原子

酸素原子

フッ素原子

完全にフッ素化されたメチル（CF3-）または
メチレン（-CF2-）炭素原子を少なくとも１つ含む物質
（H（水素）/Cl（塩素）/Br（臭素）/I（ヨウ素）が結合していないもの）

以下の構造要素のみを含む物質は制限対象から除く

CF3-X または X-CF2-X’

X:-ORもしくは-NRR
R,R’：-CH3、-CH2-、芳香族基

カルボニル基、-OR’’

-SR’’ または -NR’’R’’’

R/R’’/R’’/R’’’は
-H、-CH3、-CH2-、芳香族基
カルボニル基(-C(O)-）

（１）「物質」として製造、上市（含む輸入）、
使用は禁止

（２）上市（含む輸入）は禁止
・他の物質の構成要素
・混合物
・成形品

(i) 個別PFASとして25ppb（除く高分子）
(ii)PFAS類合計で250ppb（除く高分子）
(iii)PFASs（含む高分子）として50ppm

総フッ素量が50mgF/Kgを超える場合
製造者/輸入者は、要求に応じデータ提出

Copyright(C)2025 JEMAI All Rights Reserved

制限提案見直し案：「法規規定による適用除外」
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青：2023年案 赤：2025年案追加 茶：2025年案で削除

殺生物剤

植物保護製品

ヒト及び動物用医薬品

中古品

スペアパーツ
特定のスペアパーツ
（PFAS含有が適用除外のパーツ）

上流サプライチェン
（適用除外PFAS用途のための出発原料・中間体）

上流サプライチェン
（適用除外PFAS用途のための混合物）

製品・プロセス等の研究開発

再生材料を含む紙・板紙製品（除く食品用途）

再生材料を含む繊維製品（除く玩具用途）

再生材料を含むプラスチック製品（除く食品・玩具用途）

排出基準を超えないPFAS製造用途

該当なし
３件 ⇒ 11件

再生材中のコンタミ

中古品流通・スペアパーツ

適用除外のための
サプライチェン上流製造

12
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制限提案見直し案：PFASの「用途」ごとの適用除外
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青：2023年案 赤：2025年案追加 茶：2025年案で削除15件 ⇒ 47件

３D印刷用溶剤系バインダ

ポリマー３D印刷用
溶剤系バインダー工業用触媒/加工助剤

硬質クロムメッキ

紙製文化財の保存用途

高性能が要求されるエアゾール剤

断熱フォーム用発泡剤

CERNでの使用
保護具

（一般、特殊、再含侵剤）

極低温冷凍用冷媒 試験・測定器冷媒

冷凍遠心分離機用冷媒

安全・建築基準で代替冷媒使用が禁止された機器

代替材で対応できない消火剤

規制発効18か月以内に市場投入された空調・消火設備

軍事用冷媒

医療機器用熱媒体・冷媒

医療用通気フィルター

輸送車両の作動油添加剤 輸送車両の空調冷媒

輸送車両用冷凍装置の冷媒（除く海上輸送）

テクニカルテキスタイル
（分離/通気ファイルター、電気用通気フィルター

酸素透過膜、液液分離膜）

輸送車両用テクニカルテキスタイル
（騒音、振動、粗さ遮断 点火保護） 医療用繊維製品

医療用繊維製品含侵剤
工業用イオン流体 工業用溶剤

プリント基板およびアンテナ

フォトニクス
２相液浸冷却用熱流体

ディスプレイ及びレンズのコーティング、フィルム

電池用バインダー/電解質

高電圧絶縁ガス

半導体製造

電子部品のコーティング、フィルム

建築用防火ポリマー添加剤
天然ガス、石油トレーサ

トナー

ラテックス印刷インク電子写真印刷ユニット

動的印刷コンポーネント

感光性材料

既存機器用トナー既存機器のラテックス印刷インク

眼科・皮膚科用医薬品添加剤

定量噴霧剤

軍事用途

電機・電子分野

印刷・フォトニクス

医療分野
工業プロセス

めっき 発泡・噴霧剤

Copyright(C)2025 JEMAI All Rights Reserved

制限提案見直し案：「ポリマー用途」における適用除外
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青：2023年案 赤：2025年案追加 茶：2025年案で削除

軟質プラスチック押出加工助剤

5件 ⇒ 25件

滅菌医療機器梱包材

眼科用溶液梱包材

医療機器コーティング

固形経口剤用ブリスター

電子機器向け蒸気相はんだ付けの熱伝導流体

ベーキング器機のノンスティックコーティング

医療機器梱包材

埋込型医療機器

侵襲的医療機器（チューブ、カテーテル等）

燃料電池および電解装置

EU型式認証車両のシステム・部品
またが安全・環境性能を保持するのに
フッ素樹脂が必要なもの

眼科用透過性レンズ

電子部品の防滴剤 電子部品絶縁材料

定量吸入器容器コーティング

ワイヤーおよびケーブル（含コネクター）

電池用セパレーターコーティング

産業用途のシーリング用途

橋梁及び建築物の振動吸収装置

高電圧開閉装置のPTFEノズル

産業機械用途

太陽電池の前面/背面シート

創傷治療製品

経皮吸収バッチのフィルムコーティング

注射用医薬品バイアル
コーティングゴム栓

プレ充填シリンジのプランジャーコーティング

プレ充填注射ペン

軍事用途爆発物
水処理浄化の濾過媒体

電機・電子分野

医療分野

一般産業分野

樹脂プロセス

14
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EU-REACH PFAS制限でのコンプライアンス試験フロー

16

全フッ素分析
スクリーニング
（例：CIC、PIGE）

製品

全フッ素
＜50ppm

CIC：燃焼イオンクロマト
PIGE：光イオン化ガスクロマト

全フッ素
＞50ppm

サプライチェンを通じた情報収集
（物質同定）

-CF2、-CF3

の確認

情報なし

分析化学的物質同定
（例：pyr-GCMS、19F-NMR）

不適合

-CF2 もしくは -CF3

かつ 全F＞50ppm

-CF2 -CF3 未確認
だが 全F＞50ppm

標的物質分析

個別PFAS>25ppb
もしくは

ΣPFAS ＞250ppb

個別PFAS生成前駆体・
PFCA類・PFSA類

その他の各種分析

Vestergren et al., 2024

個別PFAS類の
道程分析は
非常に難しい

Copyright(C)2025 JEMAI All Rights Reserved

連邦法と州法の関係

17

【連邦】 【州（50州）】

アナハイム

オーランド

デトロイト

連邦法と州法の関係

原則： ・連邦法は州法を優越 合衆国憲法第６条２項（最高法規条項）
ただし、対象は「連邦議会で憲法に基づき委任した事項に限られる」
日本の民法、刑法、商法、会社法は州の権限に属し、各州により規制内容が異なる

化学物質管理法： 「有害物質規制法：TSCA」では「EPAが評価する物質規制には連邦法の優越性が規定されている」
PFASのように連邦の評価が終了していない物質には、各州が独自の規制が可能
（各州規制については連邦法成立後判断：自動車排ガスは、49州規制、加州で分かれる）

①連邦政府の法規が全米を規制する → 評価済物質、PBT規制物質
②連邦政府の示すガイダンスに基づき州政府が州法を制定
③州政府が独自に規制 → PFAS類

16
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ゼルディンEPA長官による「EPAのPFASに対する活動指針(2025/4/28)」

18

1. 科学的知見の強化：

・プログラム統括する機関
・科学的情報収集（有害性・暴露）
・環境放出PFAS測定技術開発
・壊・廃棄ガイダンス更新を暦年化
・分析法とPFASに対処する戦略の強化

2. 法的義務の履行とコミュニケーションの強化：

・排出制限ガイドライン（ELG）の策定
・特定PFAS類の安全飲料水法（SDWA）規制
・資源保護回復法（RCRA）による対応
・毒性物質排出目録（TRI）に追加
・水質浄化法とTSCAの制限を施行
・安全飲料水法（SDWA）
・新規/既存PFASのリスク評価

・汚染者負担の原則

3. パートナーシップの構築：

・飲料水汚染地域での浄化
・汚染リスク分析及び評価ツール開発
・下水汚泥の汚染リスク評価と対応
・法規執行活動支援
・汚染者の責任追及

・中小企業や輸入業者に過度な負担をかけない形で
必要な情報を収集するために、セクション8(a)7
（PFAS含有通知）を実施

Copyright(C)2025 JEMAI All Rights Reserved

化学物質安全汚染防止局の新構成（2025年10月27日版）

19

化学物質安全汚染防止局
（OCSPP）
局長、副局長 官房

Office of Pesticide Programs
(OPP) （殺生物室）
・抗菌剤部門
・生物及び経済性解析部門
・生物農薬及び汚染防止部門
・環境中挙動及び影響部門
・健康影響部門
・殺生剤再評価部門
・登録部門

Office of Pollution Prevention and Toxics
(OPPT) （汚染防止と有害物質室）
・データ収集、マネジメント及び政策部門
・データ収集、優先順位、TRI部門（新規）
・既存物質リスクアセスメント部門
・既存物質リスクマネジメント部門
・新規物質部門
・プロジェクト管理推進部門
・サステナビリティ、汚染防止及び知る権利担当部門

Office of Mission Critical Operation (OMC)
・戦略的リソーセス管理部門
・法規及び情報サービス部門
・IT及びセキュリティ部門
・リスクアセスメントサポート部門

https://www.epa.gov/aboutepa/organization-chart-office-chemical-safety-and-pollution-prevention-ocspp

2025年10月27日アップデート版より筆者作成

研究開発局
（ORD）の縮小と再編

18
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TSCAのPFAS報告義務 TSCA 8(a)(7)

20

報告の提出者が「既知または合理的に確認できる（Known to or reasonably ascertainable）」
情報をサプライチェーンを通じて収集し、報告する必要がある一方で、製造・輸入業者が生産
数量以外の特定のデータ要素について知らず、合理的な見積りもできない場合には、
当該データについて「不明・合理的に確認できない（Not known or reasonably ascertainable）」
旨を報告することが可能

米国EPAは2023年9月28日に、PFAS含有製品（物質、調剤、成形品）について報
告と記録管理に関する規定（40CFR Part 705）を発行、同年11月11日発効

内容：2011年以降にPFASを含む製品（物質、調剤、成形品）を製造、輸入事業者は、製品中に含まれる
PFASの物質情報、含有生産量、用途、廃棄量、健康・環境影響に関する情報を報告
報告したデータ、文書は５年間の保管義務 収載物質数13,054物質

期日：2024年9月5日、予算削減によるCDX（中央データ交換）システムの改修遅延を理由に、
期限を8カ月遅らせる規則を採択。2025年5月12日に更に報告期間を見直し
2026年4月13日～2026年10月13日とした。
（PFASを含む商品の輸入のみが報告対象となる小規模企業の提出期限は2027年4月13日）

Copyright(C)2025 JEMAI All Rights Reserved

TSCAのPFAS報告義務 TSCA 8(a)(7)
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報告項目（§705.18）報告項目（§705.12）
2011年１月以降PFAS類を含む成形品の輸入者2011年１月以降製造されたPFAS、調剤中のPFASを製造した

もの
対象

(a)事業者情報、工場施設情報(a)事業者情報、工場施設情報事業情報

(b)化学物質固有情報：「物質名、物質番号（CAS番号等）、
物理的形態・性質」

(b)化学物質固有情報：「物質名、物質番号（CAS番号等）、
物理的形態・性質」

物質情報

(c)使用用途カテゴリー：「工業的処理情報、産業セクタ、用途、子
供向け製品」

(c)使用用途カテゴリー：「工業的処理情報、産業セクタ、用途、
含有量、含有濃度、製造量（製造量と輸入量はわけて集計）
総生産量に対する割合、製造施設封じ込め情報、リサイクル
量」

用途

(d)輸入量：「製品輸入量、（可能なら推定PFAS量、推定最大含有
量）」

(d)製造量：「製造物質ごとの総量、サイト指定の総量、輸入量、
生産量」

製造・輸入量
PFAS量

(e)副生成PFAS情報：「物質固有情報、副生プロセス、環境放
出量、副生総量」

副生物

(f)環境および健康への影響に関する情報：「使用PFASに関す
る影響評価情報」

ばく露評価

(g)労働者ばく露データ：「工程情報、労働者数、暴露シナリオ、
暴露期間、推定暴露量」

労働安全

(h)廃棄関連：「廃棄方法、廃棄プロセス、廃棄量、焼却量」廃棄処理

化学品（物質と調剤）、成形品の報告内容

20
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TSCAのPFAS報告義務 TSCA 8(a)(7) 見直し案(2025/11/10)

22https://www.epa.gov/system/files/documents/2025-11/prepubcopy_7902.3-01_fr_doc_esignature_admin_verified.pdf

https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/tsca-section-8a7-reporting-and-recordkeeping

TSCA 8(a)(7)の報告免除対象
・混合物又は製品中に 0.1% 以下の濃度で製造(輸入を含む)された PFAS
・輸入されたアーティクル(成形品)
・特定の副生成物
・不純物
・研究開発目的の化学物質
・単離できない中間体

今後45日間のパブコメを経て
公布予定

EPAのニュース https://www.epa.gov/newsreleases/epa-proposes-changes-make-pfas-reporting-requirements-more-practical-and-0

TSCA 8(a)(7)

改定案

2011年から2022年までの
過去のPFAS製造量、製品への
含有については、現実的でなく
10億ドル（1,500億円）の無駄な
コストが発生を抑制

Copyright(C)2025 JEMAI All Rights Reserved

飲料水の基準

23

米国EPAは2024年4月10日に最終的な「飲料水中のPFAS類基準」を国家飲料水基準
（National Primary Drinking Water Regulation : NPDWR)として公布

https://www.epa.gov/sdwa/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas

最大含有量（MCL）
（年間平均値で判断）

最大含有量目標（MCLG）
（Maximum Contaminant Level Goal)

化合物

4.0 ppt (ng/L)ZeroPFOA

4.0 pptZeroPFOS

10 ppt10 pptPFHxS

10 ppt10 pptPFNA

10ppt10 pptGen-X (HFPO-DA)

HI MCL １HI MCL １PFHxS,PFNA,Gen-X,PFBSの混合物

HI* : Hazard index：HI 2025/5/14に
撤回、見直し表明

2025/5/14に
規制維持表明
発効は2029⇒2031

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-announces-it-will-keep-maximum-
contaminant-levels-pfoa-pfosA, PFOS | US EPA

2025/5/14 EPAリリース
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米国の州法動向（2025/10/18現在）

24

メイン
州

バーモント州

カリフォル
ニア州

オレゴン州

モンタナ州

アイダホ州

ネバダ州

アリゾナ州

ワイオミング州

ユタ州 コロラド州

ニュー
メキシコ州

カンザス州

ネブラスカ州

テキサス州

オクラホマ州

ミシガン
州

ニューハンプシャー州

マサチューセッツ州
ロードアイランド州
コネチカット州

ミネソタ
州

アイオワ州

ミズーリ州

ウィスコン
シン州

アーカン
ソー州

ルイジアナ州

テネシー州
ノース

カロライナ州

ジョー
ジア州

ミシ
シッピ州 アラバマ州

フロリダ州

イリノイ
州

インディ
アナ州

ケンタッキー
州

オハイオ
州

ニュー
ヨーク州

ニュージャージー州

ペンシル
ベニア州

デラウェア州
バージニア州 メリーランド州

ウェスト
バージニア州

アラスカ州

ハワイ州

サウス
カロ

ライナ州

ワシントン州 ノース
ダコタ州

サウス
ダゴタ州

カナダ

カナダ

メキシコ

キューバ

州法制定済

州法議論中
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メイン州のPFAS関連州法（LD 1537）
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① PFAS含有製品に関する通知義務：一般製品に関する「通知義務」を撤廃し、「現在避けられない

使用（CUU：Currently unavoidable use）」の製品カテゴリーのみ「通知」対象

② PFAS含有製品の段階的上市禁止：PFASを意図的に含有するすべての製品（除くCUU対象）に

ついて2032年より上市禁止

上 市 禁 止 製 品発効日

カーペット、ラグ、布地処理剤2023/1/1

洗浄剤、調理器具、化粧品、口腔衛生品、児童向け
製品、生理用品、繊維製品（除外有）、
スキーワックス、布張り家具、フッ素化処理容器

2026/1/1

人工芝、アウトドア用衣料品2029/1/1

当局がCUUと認定していないすべての製品2032/1/1

空調（冷房、暖房、換気）、冷凍設備、冷媒、発泡体、
エアゾール噴射剤

2040/1/1

【製品の段階的上市禁止】

通 知 適 用 除 外 製 品

・連邦法でPFAS含有を管理する製品
・包装
・中古品および中古部品
・消火剤、消火フォーム
・医療機器、医療器具、医薬品等 FDAが監督する製品
・動物用薬品、機材等FDA、USDAまたはEPAが監督する製品
・公衆衛生、環境、水質検査の目的の製品
・DOT、FAA、NASA、DOD等の要求する仕様の製品
・自動車、自動車機器、農耕用車両等の特殊自動車
・船舶、水上飛行機
・半導体、半導体製造にも用いられる機器及び材料
・非消費者向け電子機器、実験器具

【通知適用除外製品】

24
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（一社）産業環境管理協会（JEMAI）の化学物質管理サポート業務

26

JEMAI国際化学物質管理支援センターの活動
http://www.jemai.or.jp/chemicals/chemicalmanagement.html

セミナー

動画配信

講師派遣

法令対応（化学品の欧州、中国などへの登録）

コンサルティング

情報パッケージサービス（CATCHER）

全てのご相談は chemicals@jemai.or.jp へ

・法規コンサル
・リスクアセスメント（労安法）
・化学物質管理体制相談

Copyright(C)2025 JEMAI All Rights Reserved
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【速報！！メール通知サービス】

速報性を重視したメール通知サービスです。当センターで追跡している国内外の化学物質規制情報に変化があれば、
２-３営業日以内にご登録いただいたアドレスに内容を報告します。＊1

*1:・主に工業化学品及び電子電気機器製品に対する化学物質規制に限ります。医薬品や食品等の法規制には対応しておりません。

・内容解説を含めた速報が可能な範囲は欧州、北米、オセアニアおよび日本（情報源が日英語に限る）です。
速報性はありませんが情報提供が可能な範囲は中国、台湾、韓国、東南アジア諸国、南米等になります。

CATCHER 化学物質管理のための情報提供サービス

https://www.chemical-info-jemai.net/catcher%E7%99%BB%E9%8C%B2 よりご登録ください

【登録料金】
産業環境管理協会会員：30,000円（税抜）、 一般企業：50,000円（税抜）

※2024年は10月14日迄の実績

REACH(115)

RoHS(43)
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ご清聴ありがとうございます
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